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令 和 ４ 年 ６ 月 １ ４ 日 

一般社団法人 信託協会 

 

公 益 信 託 の 受 託 状 況 
（令和４年３月末現在） 

 

一般社団法人 信託協会（会長 長島巌）では、今般、令和４年３月末現在の公益信

託の受託状況をとりまとめました。 

◯ 令和４年３月末現在では、受託件数は３９３件、信託財産残高は５７４億円となり

ました。 

信託目的別件数の上位をみると、奨学金支給が１２６件（受託額２１９億円）、自

然科学研究助成が６４件（同７２億円）、教育振興が４９件（同１７億円）となって

います。 

◯ 令和３年度中の新規受託状況は、受託件数２件、受託額６億円となりました。 

 信託目的別に新規受託２件をみると、自然科学研究助成および国際協力・国際交流

促進がそれぞれ１件ずつとなっております。 

◯ なお、助成先への給付状況は、昭和５２年の第１号発足以降の累計で、助成先数 

２３万件、給付額９６８億円となっています。 

公益信託とは、個人や法人が、金銭等の財産を、学術、技芸、慈善、祭祀等の公益目

的のために信託銀行等に信託し、信託銀行等の受託者がその財産を管理・運用し、公益

目的を実現するよう任務を遂行するものです。 

信託業界は、公益信託の受託を通じ、社会貢献に努めておりますが、当協会といたし

ましては、今後とも、引き続き、公益法人制度とともに民間公益活動を支える公益信託

制度の普及・発展に寄与したいと考えております。  

 

以 上 

 

    本件に関する照会先：   

     （一社）信託協会 総務部（広報担当） 松村・河西・井上 

              業務部        関根 

            電話 ０３－６２０６－３９９２ 



奨学金支給 126 (－ ) 21,982 ( － )

自然科学研究助成 64 ( 1 ) 7,235 ( 493 )

教育振興 49 (－ ) 1,707 ( － )

国際協力・国際交流促進 29 ( 1 ) 3,131 ( 151 )

社会福祉 29 (－ ) 2,947 ( － )

芸術・文化振興 19 (－ ) 4,569 ( － )

都市環境の整備・保全 27 (－ ) 7,667 ( － )

自然環境の保全 16 (－ ) 4,089 ( － )

人文科学研究助成 12 (－ ) 835 ( － )

文化財の保存活用 2 (－ ) 100 ( － )

動植物の保護繁殖 1 (－ ) 118 ( － )

緑化推進 － (－ ) － ( － )

その他 19 (－ ) 3,079 ( － )

393 ( 2 ) 57,464 ( 644 )

（注）（　）は令和３年度中の新規受託分。

信　託　目　的

公　益　信　託　受　託　状　況

令和４年３月末現在

［単位：件、百万円］

信託財産残高件　数

合　　　計



(単位:百万円)

名　　称 発足年月日 活  動  内  容　等 委託者 当初信託財産

1

公益信託
産業保健研究奨励基金

令和3年
 4月9日

産業保健分野における優れた活躍により、担当集団における産業保健活動の向上への寄与
が大きいと認められる、もしくは今後産業保健活動への寄与が期待される若手産業保健専
門家を表彰して褒賞金を送り、若手産業保健専門家の育成に資すること。

法人 500

2

公益信託
商船三井モーリシャス自然環境回復
保全・国際協力基金

令和3年
 11月24日

モーリシャス沖のタンカー座礁事故被害の影響を受けたモーリシャス共和国の自然環境回
復、保全に貢献する支援を行い、かつその活動がモーリシャス国民の健康的な生活及び持
続可能な経済発展に資すること。

法人 100

合計：600

公益信託新規受託一覧（令和３年度中）
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給付額 96,839 百万円

助成先数 230,054 件



地　域　別　受　託　状　況
（令和 4年 ３月末現在）

○全国ベース　　　 ９省庁　　　124件（３1.6％）
○都道府県ベース　4３都道府県　26９件（68.4％）
　なお、都道府県別の受託状況は下図をご参照。

※信託協会ホームページに「公益信託データベース」
を掲載中（URL：https://www.shintaku-kyokai.or.jp）。
各都道府県別の公益信託の現状について、検索・閲
覧することができます。

 （検索方法）
①　信託協会ホームページのトップページの上段「統
計データ/資料検索」をクリック
②　「資料検索」の「公益信託データベース」をクリ
ック
③　「キーワード」の入力欄に都道府県名を入力し「検
索する」をクリック
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公益信託の概要 

  

 公益信託は、公益財団法人と同様に民間の資金を活用して公益活動を行

うための制度として、１９２２（大正１１）年制定の信託法において規定

されましたが、その後、５０年ほどは利用されてきませんでした。 

 しかし、１９７７（昭和５２）年に第１号が誕生して以来、個人や企業

等の善意に支えられ、奨学金の支給、自然科学・人文科学研究への助成、

海外への経済・技術協力、まちづくりや自然環境保護活動への助成等、幅

広い分野で活用されています。 

  

＜仕組み＞ 

公益信託は、個人や企業等（委託者）が拠出した財産を信託銀行等(受託

者)に信託し、信託銀行等が、定められた公益目的に従い、その財産を管理・

運用し、不特定多数の方（受給者）のために役立てるものをいいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ＜公益信託の特色＞ 

①公益信託は、公益財団法人と異なり、受託者が主務官庁への許可申請

等をすべて行いますので、設置手続が簡単です。 

②公益信託は、信託財産を取り崩して公益活動に活用できるので、一

般に、公益財団法人に比べて小規模の資金を効率的に公益のために

役立てることができます。 
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＜公益信託法の見直しに関する要綱＞ 

 １．要綱取りまとめまでの経緯 

２００６（平成１８）年に、旧信託法が抜本的改正により現代化された際、公益

信託制度については、当時検討中であった公益法人法制の動向を踏まえた審議を行

う必要があったことから、後に検討することとされ、法制審議会信託法部会は休会

となりました。 

２０１６（平成２８）年６月に同部会が再開され、審議の結果、「公益信託法の

見直しに関する要綱案」が取りまとめられました。同要綱案は、２０１９（平成３

１）年２月１４日開催の法制審議会総会において採択され、法務大臣に答申されま

した。 

 
２．公益信託法の見直しに関する要綱のポイント 

 要綱のポイントは次の３点です。 

① 公益信託の信託事務および信託財産の拡大 

 現行の公益信託は、許可審査基準（※）および税法上の要件により、事実上、

信託事務は助成型、出捐財産は金銭に限られていますが、要綱ではこれらに限定

しない提案となっています。 

② 公益信託の受託者の拡大 

  現行の公益信託の受託者は、許可審査基準および税法上の要件により、事実上

信託銀行等に限られていますが、要綱ではこれらに限定しない提案となっていま

す。 

③ 主務官庁による公益信託の許可・監督制の廃止 

 現行の公益信託法の下では、所管の主務官庁が公益信託を許可・監督する仕

組みが採られてきました。要綱では、公益法人と整合性を図り、公益信託の成

立の認可・監督は特定の行政庁が行うものとし、これと併せて現行では許可審

査基準が求めている信託管理人の必置について法定するなどして、信託内部の

自律的ガバナンスを行政庁が補完する仕組みとすることが提案されています。 

 

※「公益信託の引受許可審査基準等について」（平成６年９月１３日公益法

人等指導監督連絡会議決定）。 
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